
川越市勤労者住宅資金融資規則を廃止する規則 

 川越市勤労者住宅資金融資規則（昭和５３年規則第１１号）は、廃止する。 

附 則 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この規則による廃止前の川越市勤労者住宅資金融資規則の規定により行わ

れた融資及び当該融資に係る資金の預託については、なお従前の例による。 


